
西九州大学大学院学位規程 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は、学位規則（昭和２８年文部省令第９号）第１３条並びに西九州大学大学院学則（平

成１１年４月１日制定）第１９条第４項の規定に基づき、西九州大学（以下「本学」という。）が授

与する大学院の学位について、必要な事項を定めるものとする。 

（学位） 

第２条 本学において授与する大学院の学位は、修士及び博士とする。 

（学位に付記する専攻分野の名称） 

第３条 学位に付記する専攻分野の名称は、次のとおりとする。 

    栄養学専攻         修士（栄養学） 

    栄養学専攻         博士（栄養学） 

    臨床心理学専攻       修士（臨床心理学） 

    臨床心理学専攻       博士（臨床心理学） 

リハビリテーション学専攻  修士（リハビリテーション学） 

    子ども学専攻        修士（子ども学） 

    健康福祉学専攻       修士（社会福祉学）、修士（学術） 

    健康福祉学専攻       博士（社会福祉学）、博士（学術） 

    看護学専攻         修士（看護学） 

スポーツ科学専攻      修士（スポーツ科学） 

 保健医療学専攻       博士（保健医療学） 

（修士の学位授与の要件） 

第４条 修士の学位は、大学院の修士課程及び博士前期課程を修了した者に授与するものとする。 

（博士の学位授与の要件） 

第４条の２ 博士の学位は、大学院の博士後期課程を修了した者に授与するものとする。 

２ 前項に定めるもののほか、博士の学位は、大学院の行う博士の学位論文（以下「博士論文」という。）

の審査に合格し、かつ、大学院の博士課程を修了した者と同等以上の学力を有することを確認（以下

「学力の確認」という。）された者に授与することができる。 

（学位の申請） 

第５条 第４条に規定する学位の授与を受けようとする者は、学位申請書（別紙第１号様式）に修士の

学位論文（以下「修士論文」という。）を添えて、研究科長に提出しなければならない。 

２ 前条第１項に規定する学位の授与を受けようとする者は、学位申請書（別紙第２号様式）に博士論

文、論文目録（別紙第４号様式）、博士論文の要旨及び履歴書を添えて、研究科長に提出しなければ

ならない。 

３ 前条第２項の規定により、博士論文を提出して学位の授与を受けようとする者は、学位申請書（別

紙第３号様式）に、前項に規定するもののほか、別に定める学位論文審査手数料を添えて、研究科長

に提出しなければならない。 

４ 研究科の博士課程に所定の期間在学し、所定の単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受けて退学

した者が学位を申請するときは、前項の規定を準用する。この場合において、退学したときから１年

を超えないときは、学位論文審査手数料の納付を免除する。 



５ 既納の学位論文審査手数料は、返還しない。 

（修士論文及び博士論文） 

第５条の２ 修士論文及び博士論文は、１編に限る。ただし、参考資料として他の論文を添付すること

ができる。 

２ 研究科長は、審査のため必要があるときは、修士論文及び博士論文の提出者に、当該修士論文及び

博士論文の訳文その他必要な資料等の提出を求めることができる。 

（審査の付託） 

第６条 研究科長は、第５条第１項の規定による修士の学位の申請を受理したときは、研究科委員会に

その審査を付託しなければならない。 

２ 研究科長は、第５条第２項、第３項及び第４項の規定による博士の学位の申請を受理したときは、

研究科委員会にその審査を付託しなければならない。 

（審査員の選出） 

第７条 前条第１項の規定により修士論文の審査を付託された研究科委員会は、修士論文の内容に関連

がある専攻の研究指導教員の中から学位論文審査員（以下「審査員」という。）３人以上を選出して、

修士論文の審査及び最終試験を行わせるものとする。 

２ 前条第２項の規定により博士論文の審査を付託された研究科委員会は、博士論文の内容及び専攻科

目に関連がある博士後期課程担当の研究指導教員の中から選出した３人以上を審査員とする博士論

文審査委員会（以下「審査委員会」という）を設置し、博士論文の審査並びに最終試験及び学力の確

認を行わせるものとする。 

３ 前２項の規定にかかわらず、修士論文及び博士論文の審査に当たって必要があるときは、研究科委

員会の議を経て、他の大学院又は研究所等の教員等を審査員として加えることができるものとする。 

４ 選出された審査員のうち１人を主査（指導教員を除く。）とする。 

（審査の期間） 

第８条 修士論文は、提出者の在学期間中に審査を終了するものとする。 

２ 博士論文は、受理した日から１年以内に審査を終了するものとする。 

（最終試験） 

第９条 最終試験は、第５条第１項又は第２項の規定により申請のあった者に対し、修士論文又は博士

論文の審査を終えた後、修士論文又は博士論文を中心として、これに関連のある研究分野について筆

記または口述により行うものとする。 

２ 学位論文発表会、公開発表会は、最終試験をかねることができる。 

３ 学位論文審査において、不合格となった者に対しては、当該年度の最終試験は行わない。 

第９条の２ 最終試験は、第５条第３項及び第４項の規定により申請のあった者に対し、博士論文の審

査を終えた後、博士論文を中心として、これに関連のある研究分野について筆記又は口述により行う

ものとする。 

（学力の確認） 

第９条の３ 学力の確認は、第５条第３項及び第４項の規定により申請のあった者に対し、博士論文の

審査及び最終試験を終えた後、博士論文に関連のある研究分野及び外国語について筆記又は口述によ

り行うものとする。 

（学力の確認の特例） 

第９条の４ 前条の規定にかかわらず、第５条第４項に規定する者のうち、退学したときから一定の年



限内の者については、研究科の定めるところにより、第４条の２第１項に規定する者と同等以上の学

力を有する者とみなし、学力の確認を免除することができる。 

（審査結果の要旨の報告） 

第１０条 審査員は、第５条第１項又は第２項の規定により申請のあった者の修士論文又は博士論文の

審査及び最終試験を終了したときは、その結果の要旨を速やかに研究科委員会に報告するものとする。 

２ 審査員は、第５条第３項及び第４項の規定により申請のあった者の博士論文の審査並びに最終試験

及び学力の確認を終了したときは、その結果の要旨を速やかに研究科委員会に報告するものとする。 

３ 前２項の報告は、文書をもって行うものとする。 

（合否の判定） 

第１１条 研究科委員会は、前条第１項の報告に基づき、修士論文又は博士論文及び最終試験の合否判

定を行う。 

２ 研究科委員会は、前条第２項の報告に基づき、博士論文及び最終試験の合否の判定を行う。 

３ 前２項の判定は、構成員（海外出張中及び休職中の者を除く。）の３分の２以上が出席し、かつ出

席者の３分の２以上の賛成がなければならない。 

（判定結果の報告） 

第１２条 研究科長は、研究科委員会において学位を授与するものと判定したときは、速やかに、次に

掲げる事項を記載した文書を添えて、その旨を学長に報告しなければならない。 

（１）本籍、氏名、生年月日 

 （２）授与する学位の種類 

 （３）授与する年月日 

 （４）修士論文の審査及び最終試験の結果の要旨 

 （５）博士の場合、第４条の２第１項又は第２項のいずれの規定によるかの別 

 （６）博士の場合、博士論文の審査及び最終試験の結果の要旨 

 （７）第４条の２第２項の規定による博士の場合、学力の確認の結果の要旨 

２ 学位を授与できないと判定した者については、その旨を学長に報告しなければならない。 

（学位の授与） 

第１３条 学長は、前条により学位を授与すると決定した者には、学位記（別紙第５号様式、別紙第６

号様式又は別紙第７号様式）を交付し、学位を授与する。 

（学位の名称） 

第１４条 本学の学位を授与された者が、学位の名称を用いるときは「西九州大学」と付記しなければ

ならない。 

（学位の取り消し） 

第１５条 学位を授与された者が、不正の方法により学位の授与を受けた事実が判明したとき、又はそ

の名誉を汚辱する行為があったときは、学長は、研究科委員会の議を経て、学位の授与を取り消し、

学位記の返還を命じ、かつ、その旨を公表するものとする。 

２ 研究科委員会において前項の決定をする場合は、第１１条第３項の規定を準用する。 

（雑則） 

第１６条 この規程に定めるもののほか、学位に関し必要な事項は、研究科委員会が別に定める。 

 

   附 則 



この規程は、平成１１年４月１日から施行する。 

   附 則（平成２１年３月２０日） 

この規程は、平成２１年４月１日から施行する。 

   附 則（平成２２年３月２０日） 

この規程は、平成２２年４月１日から施行する。 

  附 則（平成２３年３月１９日） 

この規程は、平成２３年４月１日から施行する。 

  附 則（平成２３年５月２１日） 

この規程は、平成２４年４月１日から施行する。 

  附 則（平成２４年３月１７日） 

この規程は、平成２４年４月１日から施行する。 

  附 則（平成２５年５月１９日） 

１ この規程は、平成２６年４月１日から施行する。 

２ 平成２６年３月３１日に西九州大学大学院健康福祉学研究科に在学する者（以下「在学者」とい

う。）及び平成２６年４月１日以降において在学者の属する年次に再入学する者に係る学位申請書

及び学位記については、この規程による改正後の別紙第１号様式及び別紙第２号様式にかかわらず、

なお従前の例によるものとする。 

  附 則（平成２６年３月１５日） 

この規程は、平成２６年４月１日から施行する。 

  附 則（平成２６年５月１７日） 

１ この規程は、平成２７年４月１日から施行する。 

２ 平成２７年３月３１日に西九州大学大学院生活支援科学研究科に在学する者（以下「在学者」と

いう。）及び平成２７年４月１日以降において在学者の属する年次に再入学する者に係る学位申請

書及び学位記については、この規程による改正後の別紙第１号様式から別紙第７号様式までにかか

わらず、なお従前の例によるものとする。 

附 則（平成２７年３月１４日） 

 この規程は、平成２７年４月１日から施行する。 

  附 則（令和３年３月１４日） 

 この規程は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則（令和４年 12月 17日） 

この規程は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則（令和４年 12月 17日） 

 この規程は、令和６年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

別紙第１号様式（第５条第１項関係） 

修士の学位申請の様式 

 

 

 

学 位 申 請 書 

 

 

 

年  月  日 

 

 

西九州大学大学院生活支援科学研究科長 殿 

 

 

西九州大学大学院生活支援科学研究科 

○○○専攻 

 

氏名           印 

 

 

 

このたび、修士（○○）の学位の授与を受けたく、西九州大学大学院学位規程第５

条第１項の規定に基づき、修士論文を提出しますので、御審査くださるよう御願いし

ます。 

 

 



 

 

 

 

 

別紙第２号様式（第５条第２項関係） 

博士の学位申請の様式 

 

 

 

学 位 申 請 書 

 

 

 

年  月  日 

 

 

西九州大学大学院生活支援科学研究科長 殿 

 

 

西九州大学大学院生活支援科学研究科 

〇〇〇専攻 

 

氏名           印 

 

 

 

このたび、博士（〇〇）の学位の授与を受けたく、西九州大学大学院学位規程第５

条第２項の規定に基づき、下記の書類を提出しますので、御審査くださるよう御願い

します。 

（添付書類） 

 博士論文 ４部、論文目録 ４部、博士論文の要旨 ４部、 

参考論文 各４部、履歴書 ４部、参考資料 各４部 

 

 

 



 

 

 

 

 

別紙第３号様式（第５条第３項及び第４項関係） 

博士の学位申請の様式 

 

 

 

学 位 申 請 書 

 

 

 

年  月  日 

 

 

西九州大学大学院生活支援科学研究科長 殿 

 

 

 

氏名           印 

 

 

 

このたび、博士（〇〇）の学位の授与を受けたく、西九州大学大学院学位規程第５

条第３項（第４項）の規定に基づき、下記の書類及び学位論文審査手数料添えて提出

しますので、御審査くださるよう御願いします。 

（添付書類） 

 博士論文 ４部、論文目録 ４部、博士論文の要旨 ４部、 

参考論文 各４部、履歴書 ４部、参考資料 各４部 

 

 

 

 



 

 

   

 

 

別紙第４様式（第５条第２項関係） 

 

論 文 目 録 

 

報 告 番 号 

甲 

第    号 

乙 

氏 名  

 

 

博 士 論 文 

 

題 名 

 

（既に印刷公表したものについては、その方法及び年月、未公表のものについては、 

公表の方法及び時期を記入すること。） 

 

 

 

参考論文 

題名、雑誌名、巻（号のみの雑誌は号）、頁－頁、発行西暦年月 

 （                                   ） 

題名 

 （             同   上                 ） 

備 考 

１ 博士論文の題名が外国語の場合は、日本語で訳文を（ ）を付して記入すること。 

２ 報告番号は、記入しないこと。 

 

 

 



 

 

 

別紙第５号様式（第１３条関係）修士の学位記 
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別紙第６号様式（第１３条関係）第５条第２項による申請の博士の学位記 
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別紙第７号様式（第１３条関係）第５条第３項及び第４項による申請の博士の学位記 
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